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菅
内
閣
の
「
財
政
運
営
戦
略
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

我
が
国
の
財
政
状
況
は
深
刻
さ
を
増
し
て
き
て
お
り
、
今
後
の
財
政
運
営
に
つ
い
て
は
、
確
固
た
る
将
来
の
目
標
を
設
定

し
、
景
気
の
動
向
や
経
済
の
適
切
な
成
長
に
も
配
慮
し
な
が
ら
、
格
段
の
慎
重
さ
と
計
画
性
を
も
っ
て
対
処
す
る
必
要
が
あ
る

も
の
と
思
料
す
る
。
一
方
、
国
と
地
方
と
の
間
で
は
、
地
方
の
自
主
性
を
尊
重
し
な
が
ら
、
財
政
面
で
も
適
切
な
分
担
関
係
を

維
持
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
い
て
は
、
菅
内
閣
の
「
財
政
運
営
戦
略
」
（
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日
閣
議
決

定
）
に
関
し
、
以
下
三
項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

財
政
運
営
戦
略
の
「
中
期
財
政
フ
レ
ー
ム
」
で
は
、
歳
入
面
で
の
取
組
に
つ
い
て
、
「
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た

め
、
早
急
に
具
体
的
内
容
を
決
定
す
る
こ
と
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
早
急
に
」
と
は
具
体
的
に
は
い
つ
頃
な
の

か
。
ま
た
、
そ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
う
か
が
う
。

二

「
中
期
財
政
フ
レ
ー
ム
」
で
は
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
二
十
五
年
度
の
新
規
国
債
発
行
額
に
つ
い
て
二
十
二
年
度
予
算

水
準
（
約
四
十
四
兆
円
）
を
上
回
ら
な
い
よ
う
全
力
を
あ
げ
る
と
短
期
的
目
標
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
「
財
政
健
全
化
目

標
」
で
は
、
公
債
等
残
高
の
目
標
に
つ
い
て
中
期
的
目
標
が
示
さ
れ
ず
、
二
〇
二
一
（
平
成
三
十
三
）
年
度
以
降
し
か
具
体

的
数
値
目
標
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
を
う
か
が
う
。

一



三

「
財
政
運
営
の
基
本
ル
ー
ル
」
に
お
い
て
は
、
「
国
は
、
地
方
財
政
の
自
主
的
か
つ
安
定
的
な
運
営
に
配
慮
し
、
そ
の
自

律
性
を
損
な
い
、
又
は
地
方
公
共
団
体
に
負
担
を
転
嫁
す
る
よ
う
な
施
策
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
「
中
期
財
政
フ
レ
ー
ム
」
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
二
十
五
年
度
の
地
方
歳
出
に
つ
い
て
二
十
二
年
度
の

水
準
を
確
保
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
「
財
政
健
全
化
目
標
」
に
お
い
て
プ
ラ
イ
マ

リ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
、
公
債
等
残
高
に
つ
い
て
は
、
国
・
地
方
を
合
算
せ
ず
、
個
々
に
目
標
を
置
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
合
算
し
た
目
標
と
し
た
理
由
を
う
か
が
う
。

右
質
問
す
る
。

二


